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○介護支援専門員資質向上研修の改正について 

 （H28.3 栃木県保健福祉部高齢対策課） 

 

介護支援専門員実務研修等の実施については、介護保険法施行規則（平成 11 年厚生労働省令第 36通

知）等により実施することとされている。 

昨今、介護支援専門員に係る研修見直しについて提言されたことを踏まえ、厚生労働大臣が定める介

護支援専門員等に係る研修の基準の一部改正及び介護支援専門員及び主任介護支援専門員の研修課程

の見直しが行われ、平成 28 年度の研修から、改正されることとなった。 

本県では、指定研修機関（とちぎ健康福祉協会）において、6月から順次開催を予定しており、平成

28 年度の研修日程・受講料等は、4月 11 日頃から、とちぎ健康福祉協会ホームページ 

（http://www.tochigi-kenkoufukushi.com/caremanager/k-annai.html）に掲載予定である。 

 

内容 

研修別 

現行 改正後 

時間数 研修日数 時間数 研修日数 

実務研修  *７７時間 *１３日 ８７時間 １５日 

再研修 ４４時間 ８日 ５４時間 １２日程度 

更新 

研修 

未経験者 ４４時間 ８日 ５４時間 １２日程度 

実務経験者（1回目） ５３時間以上 １１日程度 ８８時間 １９日 

実務経験者（2回目以降） ２０時間 ４日 ３２時間 ８日 

専門 

研修 

課程Ⅰ ３３時間以上 ７日程度 ５６時間 １１日 

課程Ⅱ ２０時間 ４日 ３２時間 ８日 

主任研修 ６４時間  ７０時間 １３日 

主任更新研修（新設）  ４６時間 ８日 

*現行の基礎研修を含めた時間数・日数を掲載 

 


